
令和8年4月から引き続き処遇改善加算を申請しています

　➀算定する加算の区分　・・・・・・・・・・・・・・　　4・5月　　福祉・介護処遇改善加算等(加算Ⅰ）
6月以降  福祉・介護処遇改善加算等(加算Ⅰイ）

　②≪月額賃金要件≫≪キャリアパス要件Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ　Ⅳ≫ を満たす

　③≪配置等要件≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　福祉専門職員配置等加算　　取得有

　④≪職場環境要件≫ 実施しているもしくは、誓約している

本計画書については、雇用するすべての職員に対し周知をしたうえで、届出を行っております

（令和8年度計画書届出済み）
　　　 社会福祉法人　万葉荘園

　　理事長 　　　西尾　光博

「福祉・介護職員処遇改善加算」について


